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壁面の位置の制限（全域）

建築物等の高さの最高限度（全域）

垣又はさくの構造の制限（全域）

道路境界線
(建築物等の高さの最高限度につい
ては、国道463号又は国道122号に
接する敷地で、当該道路境界線か
らの水平距離が25m以内の範囲に
限り12mとする)

地区計画区域

地区整備計画区域
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